
 

２０２３ ．１．２０．№４１７ 

おきがくろうニュース 

 沖縄学校事務労働組合 

 

  

自らの要求は自らの手で！ 

カンパ送付先 

郵便振替 02090-0-2239 

 沖縄学校事務労働組合 

 

 

連 絡 先 

okigakurou2017@ 

gmal.com 

心と体の休息とれていますか 
～年休は労働者の権利です！！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮古地区小中学校では、校長もしくは教頭 

から年休申請を断られることがあります。 

事務職員より切実な声が寄せられました。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

「必要最低限の仕事をしてくれてありがとう」 
 

私が年休申請時に言われた言葉です。 
 
年休取得希望日3週間前に校長に申告した際

「教頭と協議します」の返答。そして取得 

希望2日前に「年休は権利だけど自由では無

い学校運営に支障を来す取り方はどうか？」

（その日行事等無し） 

「病気や冠婚葬祭なら仕方ないが私的な 

理由はどうしたものか？」 

「このような年休の取り方（土日祝日をはさ

んで5連休）をしていたら学校にいづらくな

りますよ」 

「年休取るときは教頭先生と調整してくだ

さい。二人が同じ日に休むと電話対応や来客

対応で職員に負担がかかります。」 
 
市費職員に対しても「校内研があるのでそれ

を優先してください」と年休申請を却下 

終業式の日に年休を申請したら 

「終業式がありますけど・・・？」 

→（そう言われるのはわかっていたので） 

午後から申請と伝えたら了承される。 
 
職員会議に「前もって分かる１日や半日の 

年休は校長先生に確認してから休暇処理簿

を提出してください」と教頭より伝達される 
 
校長に年休希望を伝える→取り方が気に 

入らない→「年休は権利だが自由ではない」

と言われた. 

→結局、理由を言わざるを得ない雰囲気 

 別の学校の職員の訴えです。 
 
多くの種類の休みを取っても一切何も言われ 

ない職員がいる一方、病院受診のための年休を

申し出ても却下される職員がいます。年休の受諾

が管理職の胸三寸になっている。 

 

今このJIMJIMを読んで同じような事態だと 

思った方、そこから抜け出すために一緒に行動を

起こしてみませんか。 

 

※労働基準法(労基法)は無敵防御アイテム※ 

 

学校という職場は、慣例や習慣、前例に従うこと

が法令よりも重要視されがちで、校長の中には 

自分が絶対だと信じて疑わない人もいます。    

しかし、校長の職務命令よりも法律の方が上で

す。 

（『基本法コンメンタール』より一部抜粋） 

労基法は労働条件の「最低基準」を定めた法

律です。労働者を守るために法令違反の罰則規

定もあります。年次有給休暇は、第３９条「使用者

は有給休暇を労働者の請求する時期に与えなけ

ればならない」と定められております。 

つまり、使用者側には（時季変更権を除いて）

諾否の裁量権がなく、「承認」とか「許可」という

概念を容れる余地もないのです。 

  労基法は労働者の権利を守るために使用者の

時季変更権（事業の正常な運営を妨げる場合に

おいては他の時季に与えることができる）発動は

「有給申請日に申請者がいないと困る（代替不

可）の状況であること」が求められています。 

「電話番がいない」「職員会議」「学校行事」の 

理由では認められません。   

  さらに言えば、通年に渡って人手不足にもかか

わらず「人がいない」の理由も労働環境の改善を

使用者が行っていないため不可です。 
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多くの小中学校のように一人配属される  

事務職員は、 そもそも年休取得時期を調整  

する同業者がいません。 前出の校長らの考え

方だと事務職員はいつまでたっても年休取得

できないことになってしまいます。（ちなみに、 

時季変更権を理由に有給を認めない場合には

使用者は別日を提示しなければなりません。） 

 

自分のために 、家族のために安心して      

休みましょう！！ 

 

校長、教頭に「年休を認めない」と言われた

ら「(そのことを)私印文書で提示してくださ

い。」と伝えましょう。休暇申請を内容証明郵便

で送りつけるのもひとつの方法です。とにかく、 

労基法に反する管理職の発言を記録・録音、 

文書でのやり取りを求めてください。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 

昭和６３年の話になるが、竹富町立船浦中学校

で校長が時季変更権を行使し裁判にまでなり

ました。 

（職員勝訴。校長の時季変更権は無効判決） 

 

 概要：教員数６人。うち２人が県外の研修会 

参加のため４日間の年休を申請 

（職員間で授業調整済み） 
 

①校長は「授業に支障が出る」との理由で  

学級担任である当該職員１人の年休を「不受

理」と言い渡し、全国校長会参加のため11日

間の出張に出発 
 

②当該職員は年休届を校長の席に提出し研修

会に参加 
 

③教頭が年休は認められないとして出勤簿に

「欠勤」を記入 
 
④出張から戻った校長に「欠勤届」を提出する

よう命令されるが当該職員は拒否 
 
⑤校長は、町教委を通して八重山教育事務所

に当該職員の「欠勤扱い」の処理を依頼 
 
⑥当該職員の「賃金カット」と「懲戒処分   

（文書訓告）」が行われる 

 
 
⑦当該職員は取消を求めて町教委と県に申し

立てるが「校長が取った措置は正しい」と回答。

そのため裁判に訴える 
 

⑧地裁で校長の時季変更権の無効判決。   

大田知事（当時）が控訴せず地裁判決が確定 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 
 えっ、今も昔も変わっていない！？裁判について

の新聞記事を校長席にそっと置きたいと思った

方は「沖学労」のHPをご覧ください。 

今号の ５ページ以降に資料を添付します。 

 

ちなみに、校長が長期不在の時は教頭が  

委員会に届け出て「学校長の印（代決）」で 書

類を処理することになります。学校長ですら代決

が可能なのですから、決裁権限のない事務  

職員は何も気にする事はありません！！ 

 

それでも変わらない管理職もいます。裁判は 

さすがにシンドイので、教育行政にキチンと責任

を果たして解決してもらいましょう。言いづらい

事ははっきり伝えないと伝わりません。困った時

は大事（おおごと）にした方が勝ちです。そして

何より先手必勝です！！参考までに手立てを  

書いてみました。 

 

①市町村教育委員会に相談する 
 

②沖縄県教育委員会のHP右側にある「ハラス

メント相談」にメールする 

→教頭上がりの校長待機組が対応するので

校長の肩をもつ可能性は拭えませんが・・・。 
 

③県人事委員会に相談する 

（苦情相談専用ダイヤル 098-866-2120） 

（メールや手紙も可） 

 →人事委員会の職員が個別に対応 

 →口頭で沖縄県教育委員会に是正対応 
 
④「勤務条件の措置要求」を提出する 

 →紙でのやり取りのため記録が残る 

 →回答義務が発生するので、校長から取り  

下げ依頼と労働環境の改善が望める 
  

（措置要求については 、バックナンバー

JIMJIM401をご覧ください）  
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人は大きく 2つのタイプに分類できそうです。 
 

・相手が自分に対して何をしてくれるのか。 

→自分がやりたいことをやり、人から与えて   

もらうのが当たり前。 
 
・相手に対して自分に何ができるのか。 

→献身的に尽くすのが好き。共感性が高い。 
 

教員は前者の人が多く、事務職員は後者の

人が多いと感じます。環境がそうさせている面も

否めませんが、とどのつまり、前者のタイプの 

校長に遠慮しても始まらないってことです。相手

はこちらの苦労はつゆ知れず、コーヒー片手に

新聞を読み、電話のコールを無視しています。 

 

あなたの人生の大切な人・もの・時間にその

人を共有できますか。心を煩わされるだけでは

ないですか。人間関係は「ギブ＆ギブ」。     

その間柄になれない人は距離を取るのが得策

です。 

 

今号は、労働基準法と暴君校長への対応をお

伝えしました。困った時は沖学労へ連絡をくださ

い。 一緒に解決の糸口を探していきましょう。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

バックナンバー紹介 

（2021.12.23ＮＯ.404 より一部抜粋） 

組合はダレのためにあるのか！？
～私が JIIMJIM に加入した理由～ 

 
「労働組合」について 

どの様なイメージをお持ちでしょうか。 
 
私は、沖学労に入るまでは、利己的で嫌な 

組織だと思っていました。その理由は、遡る 

こと十数年前、高校卒業して就職した某企業

の労働組合との出来事にあります。某企業で

は、入社日の日程の最後には、必ず組合説明

会が入っており、有無を言わさず新入職員 

全員が組合加入させられている状態でした。

組織率は９０％近かったと記憶しておりま

す。 

入社 4 年目の時、会社で大幅な給与改定

が行われました。しかし、高卒が適用される

１級の給料表は改定が行われませんでした。

（ちなみに高卒者は、入社 5 年目に２級に

自動昇格。） 

 
 
私は激怒し、組合に「交渉に 1 級の労働条

件が上らないなら、2 級に昇格するまで組合

をやめさせてください」と伝えましたが、「こ

の機会に一緒に活動しましょう」と的外れな

答えが返ってきました。その時には、退職が

決まっていたので組合とはこれ以上争いま

せんでしたが、腑に落ちない思いでした。 
 
実は、労働組合との出来事はこれで終わり

ではありません。次に就職した某独立行政法

人でも組合嫌いになる出来事が起こります。

（出産祝い金が貰えるという不純な動機で

加入）私の職場では、正職員、准職員、特定

職員、アシスタント職員と雇用形態が分かれ

ていました。（全員フルタイム）私は、部署

の組合の世話役に、「特定職員、アシスタン

ト職員にもボーナスを支給できないか」と話

しをしてみました。 

すると、「当局からは予算（総支給額）が

決まっているので、特定職員・アシスタント

職員にボーナスを支給するとなると、正・准

職員のボーナスを減額する。といわれてお

り、職員の中にも自分のボーナスが減らされ

ると困ると思っている人もいるから、大々的

に議題に上げるのは難しい。」と伝えられま

した。 

雇用形態は違えども一緒に働く仲間の 

労働環境改善を要求しない組合って何なの

だろう。そんなこんなとしている間に産休育

休に入り学校事務へ転職が決まりました。 
 

学校事務としてのスタートは児童数 550

名の学校でした。右も左も分からず四苦八苦

している中、4 月末に届いた JIMJIM。強く

感銘を受けました。毎号、毎号読む中で、 

学校現場の理不尽さや新しい情報を得る 

ことができました。個人的に人事評価制度や

教育行政について相談にのっていただき、 

紆余曲折あり、採用 5 年目に沖学労に加入 

しました。 
 
沖学労は沖教組のような大きな組織では

ありません。お祝い金や助成金の制度自体 

ありません。本当に手弁当で 1 人ひとりの 

思いで成り立っている組織です。職場で理不

尽な思いをした時、相談できる場所がここに

あります。 

あなたの声をお聞かせください。  
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☆ 連 載 小 説 ☆ 

 

3.「デスクワーカーズ(JWS)」の組合員との

出会い(1) 

 

 「今回の記事、反響はあったかな？」 

第二高校事務室でつぶやいている博（ひろ

し）であった。勤続 33年、事務長にはなら

なかったので、事務主査のままである。 

 記事を読み返していると、30 年ほど前に

自分が「法定外控除」を廃止した頃を思い出

す。「どうしてみんなと仲良くできないの？」

・・・同僚である教員全員に言われたあの 

ことが。 

 

 労基法や地公法、給与条例等法的根拠を示

して「違法なことはしたくない」といくら 

説明しても、「まわりはやっているのに」 

「みんなが良いと言っているのだから問題

は無いんじゃないの」と、同調も思いやりも

ない、違法な法定外控除をするのが当たり前

であるかの総括が「仲良くできないの」であ

った。いまでも、思い出すと教員嫌いになり

そうなトラウマである。言うことを聞かない

から仲間外れにする、まさに「いじめ」で 

ある。 

 

 後日、同じ組合員になる先輩が「法律はど

うこうだからも大切だが、法定外控除の押し

付けの根底には「職種による差別」があると

いうことを自覚させることが必要だ」と言っ

ていたことが的を得ているのかもしれない。 

 

 ただ一つ救いだったのが、年配の同僚であ

る養護教諭が「若いのに、みんなを前にきち

んと言いたいことを言っているわね」と同調

して褒めてくれたことであった・・・。 

「これも昔の話だな」 

ついつい思ったことが口に出てつぶやく

お年頃である・・・。 

 

「姫、この前の事務室回覧読んだか」 

「まじめ、回覧ってあの組合の機関紙のこ

と。それなら、かおるに渡したよ」 

「私の所にありますよ、まじめさん」 

・・・誰？ 

 

 

 4.「デスクワーカーズ(JWS)」の組合員との

出会い(2) 

 

 ここは、第一高校事務室。 

前回、とつぜん現れた「姫」や「まじめ」、

「かおる」は、何を隠そう「静華」や「始」、

「香子」のことである。実は、いつも事務室

内ではあだ名で呼びあっているほど仲が良

いのである。うらやましいだろう。 

「あれ、いつもの「J・W」だろ、どうかし

たのか、まじめ」 

「いやぁ、実は、あの記事を読んで、ちょう

どかおるぐらいの時期に教員から言われた

ことを思い出したんだ・・・」、二人に、 

あの教員のことを話すと、 

「そうだな、意地が悪い感じだな。「事務な

ら、私の言うことを何でも聞け」みたいな」 

「姫さま、私も、よくドラマに出てくる意地

悪で嫌味なおばさまみたいな感じをうけま

した」。かおるも同調した。 

「たしかに、はじめが遭遇した教員からし

て、昔はいたのかもな。今はさすがに居ない

んじゃないの？」 

「あ、姫さま、似た感じの人、学校に居るじ

ゃないですか」かおるが言うと、 

「もしかして」・・・3名同時に名前を言っ

た「おしつけ魔女」。 

「おしつけ魔女」こと、球子（たまこ）教頭。

「先生方は忙しいから」が口癖で、自分の 

仕事も含めて、なにかと事務に仕事を押し 

付けるため、事務室ではそうよばれている。 

 今日も、「ストレスチェックがまだの先生

方はあと 5名だから、ちゃんと職朝で呼びか

けてね。先生方はいそがしいから、入力時の

ネット操作も助けてあげてね」と香子に押し

付けようとしたのを、「それは、教頭の仕事

で、ネット操作も自分ですべきです」と 3人

で撃退した所であった。 

 「程度はともあれ、今でも居るんだな。」、

「まじめ、それって、「J-W」で言う所の「職

種差別」ってやつだよな。たしかに教員との

対応の差は感じるけど「差別」」って・・・」

姫が言いかけると、「第二高校の博（ひろし）

に会ってみるかい」。そこには事務長がいた。 

 

(始、静香、香子：第一高校の事務職員。こ

の 3 人を中心に組合加入・活動までの物語が

展開していく。) 














